
 

 

 

 

新
あたら

しい学年
がくねん

になって１か月
げつ

が過
す

ぎました。新
あたら

しい友
とも

だち、新
あたら

しい先生
せんせい

、新
あたら

しい教科書
きょうかしょ

など、

たくさんの新
あたら

しいものとの出会
で あ

いがあったことと思
おも

います。一気
い っ き

に慣
な

れようと頑張
が ん ば

りすぎると、

急
きゅう

に疲
つか

れが出
で

てしまいます。まずは、早
はや

ね・早
はや

起
お

き・朝
あさ

ごはんの生活
せいかつ

リズムを整
ととの

えながら、ゆっ

くりと学校
がっこう

生活
せいかつ

に慣
な

れていきましょう。 

 また、体調
たいちょう

を崩
くず

す子
こ

も少
すこ

しずつ増
ふ

えてきました。熱
ねつ

がなくても無理
む り

をせず、自宅
じ た く

で休養
きゅうよう

するよ

うにしてください。 

 

＜５月
が つ

の定期
て い き

健康
け ん こ う

診断
し ん だ ん

について＞ 

検査
け ん さ

項目
こうもく

 学年
がくねん

 日付
ひ づ け

 準備
じゅんび

 

聴 力
ちょうりょく

検査
け ん さ

 
２年 ２日（月） 

●前日
ぜんじつ

に耳
みみ

掃除
そ う じ

をすませておく。 

心臓
しんぞう

検診
けんしん

 
１年１～３組   ６日（金） 

●体
たい

そう服
ふく

を準備
じゅんび

する。 

  １年４・５組 ９日（月）  

尿
にょう

検査
け ん さ

 
全学年 １０日（火） 

●未提出
みていしゅつ

・２次
じ

検査
け ん さ

の人
ひと

のみ。 

内科
な い か

検診
けんしん

 

 

 

３年 ２６日（木） ●体
たい

そう服
ふく

を準備
じゅんび

する。 

※女子
じ ょ し

のみ、水泳用
すいえいよう

バスタオルの持参
じ さ ん

をよろしくお

願
ねが

いします。 

歯科
し か

検診
けんしん

 
１年 ２４日（火） 

●歯
は

をきれいにみがいておく。 

 4 年 ２７日（金） 

※令和２年度より定期健康診断時にも感染症予防に配慮した実施をしているため、検診時間が長

くなっています。そのため、下校時間がいつもより遅くなる場合がありますので、御了承ください。 

 

＜保護者の方へ＞ 
●運動会の練習がはじまっています！！ 
 昼間は気温も高く、汗もたくさんかいているようなので、必ず水筒の持参をよろ

しくお願いいたします。また、併せて、汗ふきタオルの持参もお願いいたします。 

 

●学校でけが等をして受診した場合について 
 独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」へ加入することで、学校管理下で

負傷し医療機関で治療を受けた場合に、医療費が支給されます。毎年全員に加入をしていただいて

います。クラスごとにお知らせしますので、期限までに掛け金 460 円の提出をよろしくお願いい

たします。 

 

●健康診断実施後の対応について 
 学校では、6 月 30 日までに健康診断を実施します。その結果、医師の診断を受けた方がよい場

合には、プリントにてお知らせをします。受診された場合は、結果のプリントを学校に御提出くだ

さい。 

 

令和４年  ５月２日 

大村市立富の原小学校 

５月号  ほけんしつ 

 

裏面もお読みください。 

https://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_35.html


●着替えをした時について 
 おもらし等の理由により保健室で着替えをした場合、以下の要領で返却をお願いします。 

 ・汚れた洋服は袋に入れて持ち帰らせます。お家で洗濯をお願いします。 

 ・貸し出した洋服は、洗濯後学校に返却してください。 

 ・下着（パンツ）は衛生上、新品のものを学校で提供していますので、新しい下着を学校へもた

せてください。 

    

～保健室での対応について～ 
 

 

 

◎傷病時の対応について 
学校で発生した傷病で、必要がある場合は、連絡帳や電話などで御家庭に連絡をしています。 

  ＊保健室では内服薬は一切使用しません。 

  ＊外用薬については、必要時消毒薬、塗り薬、湿布等を使用することがあります。外用薬でかぶ

れなど起こす可能性がある場合はお知らせください。 

  ＊継続的なけがの治療や家庭でのけがの治療は、御家庭でお願いします。 

 

◎緊急時の対応について 

学校で発生した緊急を要する傷病については、救急体制を敷き、臨機応変に対応していきます。 

 ＊病院へ連れて行った方がよいと判断した場合    

   (1)保護者に連絡・・・どうしても連絡が取れない場合は、学校の判断に任せていただきます。 

   (2)時間的にそれほど急を要しない場合、保護者の方に病院へ連れて行っていただきます。 

     （理由）① 子どもの精神的動揺の緩和のため 

       ② 各家庭でかかりつけの病院があるため 

       ③ 医療が継続する場合、保護者が医師から直接診断結果を聞いた方がよいため 

＊学校で病院に連れて行く判断をした場合・・・保健調査票の情報を医師に伝えます。連絡先や

保険証を変更した場合は、担任にお知らせください。 

  ＊健康状態について伝えておきたいことがあるときは、その都度お知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の「保健室」では、お子さまの学校での急なけがや病気の際に対応します。あくまでも、

応急的な対応ですので、その後の手当てについては保護者の方でよろしくお願いいたします。 

 

 


